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【 請 求 項 １ 】
　 車 両 の 周 辺 状 況 を 認 識 す る 認 識 部 と 、
前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た は 双 方 を 制 御 す る 運 転 制 御 部 と 、
　 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 、 第 １ の 運 転 モ ー ド と 、 第 ２ の 運 転 モ ー ド と を 含 む 複 数 の 運 転  
モ ー ド の い ず れ か に 決 定 す る モ ー ド 決 定 部 と 、 を 備 え る 第 １ 制 御 装 置 、 お よ び
前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 制 動 を 制 御 し て 前 記 車 両 の 走 行 制 御 を 実 行 す る 第 ２ 制 御 装 置 を 含 み  
、
　 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 運 転 者 に 課 さ れ る タ ス ク が 前 記 第 １ の 運 転 モ ー ド に 比 し て 軽 度  
で あ り 且 つ 前 記 運 転 制 御 部 に よ り 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た は 双 方 が 制 御 さ  
れ る も の で あ り 、
　 前 記 モ ー ド 決 定 部 は 、 前 記 運 転 制 御 部 が 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド で 前 記 車 両 を 制 御 し て お  
り 、 且 つ コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ 、 前 記 運 転 制 御 部 と 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ と  
の 間 に 通 信 線 を 介 し て 接 続 さ れ た コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 関 す る 機 器 、 ま た は 前 記 コ  
ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ と 前 記 運 転 制 御 部 と に よ っ て 行 わ れ る 通 信 に 異 常 が 生 じ た 場 合 に  
、 前 記 運 転 モ ー ド を 前 記 第 １ の 運 転 モ ー ド に 変 更 し 、
前 記 第 １ 制 御 装 置 は 、 前 記 第 ２ 制 御 装 置 が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 制 動 を 制 御 す る た め に 制  
御 す る 対 象 の 第 ２ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 し 、
前 記 第 ２ 制 御 装 置 は 、 前 記 第 １ 制 御 装 置 の 前 記 運 転 制 御 部 が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速  
を 制 御 す る た め に 制 御 す る 対 象 の 第 １ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 し 、
前 記 第 ２ 制 御 装 置 が 、 前 記 第 １ 制 御 装 置 の 前 記 運 転 制 御 部 が 前 記 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方  
ま た は 双 方 を 制 御 し て い る 状 態 に お い て 、 第 １ 制 御 対 象 に 異 常 が 生 じ た と 判 定 し た 場 合 、  
前 記 第 １ 制 御 装 置 の 前 記 運 転 制 御 部 に 代 わ り 、 前 記 第 ２ 制 御 装 置 が 、 第 ２ 制 御 対 象 を 制 御  
し て 、 前 記 車 両 を 制 御 す る 、
　 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
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　 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 、 前 記 運 転 者 に 前 記 車 両 の 周 辺 を 監 視 す る タ ス ク お よ び ス テ ア  
リ ン グ ホ イ ー ル を 把 持 す る タ ス ク を 課 さ な い モ ー ド で あ り 、
　 前 記 第 １ の 運 転 モ ー ド は 、 前 記 運 転 者 の 運 転 操 作 に よ り 前 記 車 両 が 制 御 さ れ る モ ー ド で  
あ る 、
　 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ は 、 前 記 車 両 の ス テ ア リ ン グ ホ イ ー ル ま た は ス テ ア リ ン  
グ ホ イ ー ル 付 近 に 設 け ら れ 、 少 な く と も 前 記 車 両 の ヘ ッ ド ラ イ ト と 方 向 指 示 器 と ワ イ パ を  
操 作 す る た め の ス イ ッ チ と を 含 む 、
　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 関 す る 機 器 は 、 前 記 運 転 制 御 部 と 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ  
ン ス イ ッ チ と の 間 に 通 信 線 を 介 し て 接 続 さ れ た 計 器 を 制 御 す る 計 器 装 置 、 前 記 運 転 制 御 部  
と 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ と の 間 に 通 信 線 を 介 し て 接 続 さ れ た 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ  
ン ス イ ッ チ に 対 し て 行 わ れ た 操 作 に 基 づ い て 前 記 操 作 の 対 象 機 器 を 制 御 す る 制 御 装 置 、 ま  
た は 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ の 操 作 に 基 づ い て 前 記 操 作 の 対 象 機 器 を 駆 動 さ せ る 駆  
動 部 の う ち 少 な く と も 一 つ を 含 む 、
　 請 求 項 １ か ら ３ の う ち い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 モ ー ド 決 定 部 は 、 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 含 ま れ る ス イ ッ チ が 故 障 し た こ  
と を 示 す 情 報 ま た は 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 関 す る 機 器 が 故 障 し た こ と を 示 す 情  
報 を 第 １ 時 間 以 上 継 続 し て 取 得 し た 場 合 、 前 記 異 常 が 生 じ た と 判 定 す る 、
　 請 求 項 １ か ら ４ の う ち い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 モ ー ド 決 定 部 は 、
　 前 記 運 転 制 御 部 に 入 力 さ れ た 電 圧 が 第 １ 電 圧 以 上 で あ る 状 態 が 第 １ 時 間 継 続 し 、 前 記 コ  
ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 関 す る 機 器 と 前 記 運 転 制 御 部 と の 通 信 状 態 が 正 常 で あ り 、 且 つ  
前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 関 す る 機 器 と 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ と の 通 信 状  
態 に 異 常 が 発 生 し て い な い 場 合 、 前 記 異 常 が 生 じ た か 否 か の 判 定 を 開 始 す る 、
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 車 両 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 車 両 の 周 辺 状 況 を 認 識 す る 認 識 部 と 、
前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た は 双 方 を 制 御 す る 運 転 制 御 部 と 、
　 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 、 第 １ の 運 転 モ ー ド と 、 第 ２ の 運 転 モ ー ド と を 含 む 複 数 の 運 転  
モ ー ド の い ず れ か に 決 定 し 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 運 転 者 に 課 さ れ る タ ス ク が 前 記 第 １  
の 運 転 モ ー ド に 比 し て 軽 度 で あ り 且 つ 前 記 運 転 制 御 部 に よ り 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速  
の 一 方 ま た は 双 方 が 制 御 さ れ る も の で あ り 、
　 前 記 運 転 制 御 部 が 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド で 前 記 車 両 を 制 御 し て お り 、 且 つ
　 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ 、 計 器 装 置 、 制 御 装 置 、 ま た は 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ  
チ と 前 記 運 転 制 御 部 と に よ っ て 行 わ れ る 通 信 に 異 常 が 生 じ た 場 合 に 、 前 記 運 転 モ ー ド を 前  
記 第 １ の 運 転 モ ー ド に 変 更 す る モ ー ド 決 定 部 と 、 を 備 え る 第 １ 車 両 制 御 装 置 、
前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 制 動 を 制 御 し て 前 記 車 両 の 走 行 制 御 を 実 行 す る 第 ２ 車 両 制 御 装 置 、
　 第 １ 通 信 線 を 介 し て 前 記 第 １ 車 両 制 御 装 置 と 接 続 さ れ 、 第 １ 通 信 プ ロ ト コ ル に 基 づ い て  
前 記 第 １ 車 両 制 御 装 置 と 通 信 し 、 計 器 を 制 御 す る 前 記 計 器 装 置 、
　 第 ２ 通 信 線 を 介 し て 前 記 計 器 装 置 と 接 続 さ れ 、 第 ２ 通 信 プ ロ ト コ ル に 基 づ い て 前 記 計 器  
装 置 と 通 信 し 、 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 対 し て 行 わ れ た 操 作 に 基 づ い て 前 記 操 作  
の 対 象 機 器 を 制 御 す る 前 記 制 御 装 置 、 お よ び
　 第 ３ 通 信 線 を 介 し て 前 記 制 御 装 置 と 接 続 さ れ 、 前 記 第 ２ 通 信 プ ロ ト コ ル に 基 づ い て 前 記  
制 御 装 置 と 通 信 し 、 前 記 車 両 の 乗 員 の 操 作 に 応 じ た 信 号 を 前 記 制 御 装 置 に 出 力 す る コ ン ビ  
ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ 、 を 含 み 、
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前 記 第 １ 車 両 制 御 装 置 は 、 前 記 第 ２ 車 両 制 御 装 置 が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 制 動 を 制 御 す る  
た め に 制 御 す る 対 象 の 第 ２ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 し 、
前 記 第 ２ 車 両 制 御 装 置 は 、 前 記 第 １ 車 両 制 御 装 置 の 前 記 運 転 制 御 部 が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た  
は 加 減 速 を 制 御 す る た め に 制 御 す る 対 象 の 第 １ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 し 、
前 記 第 ２ 車 両 制 御 装 置 が 、 前 記 第 １ 車 両 制 御 装 置 の 前 記 運 転 制 御 部 が 前 記 操 舵 ま た は 加 減  
速 の 一 方 ま た は 双 方 を 制 御 し て い る 状 態 に お い て 、 第 １ 制 御 対 象 に 異 常 が 生 じ た と 判 定 し  
た 場 合 、 前 記 第 １ 車 両 制 御 装 置 の 前 記 運 転 制 御 部 に 代 わ り 、 前 記 第 ２ 車 両 制 御 装 置 が 、 第  
２ 制 御 対 象 を 制 御 し て 、 前 記 車 両 を 制 御 す る 、
　 車 両 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 車 両 に 搭 載 さ れ た 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ が 、
前 記 車 両 の 周 辺 状 況 を 認 識 し 、
前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た は 双 方 を 制 御 し 、
　 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 、 第 １ の 運 転 モ ー ド と 、 第 ２ の 運 転 モ ー ド と を 含 む 複 数 の 運 転  
モ ー ド の い ず れ か に 決 定 し 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 運 転 者 に 課 さ れ る タ ス ク が 前 記 第 １  
の 運 転 モ ー ド に 比 し て 軽 度 で あ り 且 つ 前 記 車 両 の 運 転 者 の 操 作 に 依 ら ず に 前 記 車 両 の 操 舵  
ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た は 双 方 が 制 御 さ れ る も の で あ り 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド で 前 記 車  
両 を 制 御 し て お り 、 且 つ コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ 、 前 記 コ ン ピ ュ ー タ と 前 記 コ ン ビ ネ ー  
シ ョ ン ス イ ッ チ と の 間 に 通 信 線 を 介 し て 接 続 さ れ た コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 関 す る 機  
器 、 ま た は 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ と 前 記 コ ン ピ ュ ー タ と に よ っ て 行 わ れ る 通 信 に  
異 常 が 生 じ た 場 合 に 、 前 記 運 転 モ ー ド を 前 記 第 １ の 運 転 モ ー ド に 変 更 し 、
前 記 車 両 に 搭 載 さ れ た 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ が 、 前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 制 動 を 制 御 し て 前 記  
車 両 の 走 行 制 御 を 実 行 し 、
前 記 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ が 、 前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 制 動 を 制 御  
す る た め に 制 御 す る 対 象 の 第 ２ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 し 、
前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ が 、 前 記 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速 を 制  
御 す る た め に 制 御 す る 対 象 の 第 １ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 し 、
前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ が 、 前 記 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ が 前 記 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た  
は 双 方 を 制 御 し て い る 状 態 に お い て 、 第 １ 制 御 対 象 に 異 常 が 生 じ た と 判 定 し た 場 合 、 前 記  
第 １ の コ ン ピ ュ ー タ に 代 わ り 、 前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ が 、 第 ２ 制 御 対 象 を 制 御 し て 、 前  
記 車 両 を 制 御 す る 、
　 車 両 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 車 両 に 搭 載 さ れ た 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ に 、
前 記 車 両 の 周 辺 状 況 を 認 識 さ せ 、
前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た は 双 方 を 制 御 さ せ 、
　 前 記 車 両 の 運 転 モ ー ド を 、 第 １ の 運 転 モ ー ド と 、 第 ２ の 運 転 モ ー ド と を 含 む 複 数 の 運 転  
モ ー ド の い ず れ か に 決 定 さ せ 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド は 運 転 者 に 課 さ れ る タ ス ク が 前 記 第  
１ の 運 転 モ ー ド に 比 し て 軽 度 で あ り 且 つ 前 記 車 両 の 運 転 者 の 操 作 に 依 ら ず に 前 記 車 両 の 操  
舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た は 双 方 が 制 御 さ れ る も の で あ り 、 前 記 第 ２ の 運 転 モ ー ド で 前 記  
車 両 を 制 御 し 、 且 つ コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ 、 前 記 コ ン ピ ュ ー タ と 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ  
ン ス イ ッ チ と の 間 に 通 信 線 を 介 し て 接 続 さ れ た コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ に 関 す る 機 器 、  
ま た は 前 記 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ と 前 記 コ ン ピ ュ ー タ と に よ っ て 行 わ れ る 通 信 に 異 常  
が 生 じ た 場 合 に 、 前 記 運 転 モ ー ド を 前 記 第 １ の 運 転 モ ー ド に 変 更 さ せ 、
  前 記 車 両 に 搭 載 さ れ た 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ に 、 前 記 車 両 の 操 舵 お よ び 制 動 を 制 御 し て 前  
記 車 両 の 走 行 制 御 を 実 行 さ せ 、
前 記 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ に 、 前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 制 動 を 制 御  
す る た め に 制 御 す る 対 象 の 第 ２ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 さ せ 、
前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ に 、 前 記 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ が 前 記 車 両 の 操 舵 ま た は 加 減 速 を 制  
御 す る た め に 制 御 す る 対 象 の 第 １ 制 御 対 象 の 異 常 の 有 無 を 監 視 さ せ 、
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前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ に 、 前 記 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ が 前 記 操 舵 ま た は 加 減 速 の 一 方 ま た  
は 双 方 を 制 御 し て い る 状 態 に お い て 、 第 １ 制 御 対 象 に 異 常 が 生 じ た と 判 定 し た 場 合 、 前 記  
第 １ の コ ン ピ ュ ー タ に 代 わ り 、 前 記 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ が 、 第 ２ 制 御 対 象 を 制 御 し て 、 前  
記 車 両 を 制 御 さ せ る 、
　 プ ロ グ ラ ム 。
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